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Ⅰ 概 要 

１ 沿  革  

昭和４６年 ４月 １日 愛知県総合保健センターの開設に伴い精神衛生セン

ター部（企画指導室、精神衛生指導室の２室）として

発足。（これにより城山精神衛生相談所は廃止） 

昭和５４年 ４月 １日 ２室を、企画指導室、第一精神衛生指導室、第二精神

衛生指導室の３室に組織変更。 

昭和６３年 ７月 １日 精神衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、名

称を精神保健センター部に変更。 

平成 ７年 ７月 ５日 精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴い、名称

を精神保健福祉センター部に変更。 

平成１４年 ４月 １日 愛知県総合保健センターの廃止並びに精神保健及び

精神障害者の福祉に関する法律等の一部を改正する

法律の施行に伴い、愛知県精神保健福祉センター（管

理課、企画支援課、保健福祉課の３課）として発足。 

平成１９年 ４月 １日 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療証発行事務を

センターに集中化。 

平成２２年 ４月 １日  センター内に「あいち自殺対策情報センター」と「あ

いちひきこもり地域支援センター」を設置。 

平成２９年 ４月 １日  「あいち自殺対策情報センター」を廃止し、「あいち自

殺対策推進センター」を設置。 

２ 施  設  

所在地  名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 

建 物  愛知県東大手庁舎 ８階 
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３ 組織・職員  

（１） 組織                           

                          平成２９年４月１日現在

兼管理課長 課長補佐
主任主査

(2) 

主任

(1) 

主事

(1) 

所長 次長 企画支援課長 課長補佐
主任

(3) 

保健福祉課長
主任主査

(1) 

主査

(2) 

主任

(2) 

保健管理監 

（欠員） 

（２） 所掌事務 

管 理 課  １ 文書及び公印の管守に関すること 

２ 職員の人事及び福利厚生に関すること 

３ 予算、会計及びその他庶務に関すること 

４ 附属設備及び物品の保全管理に関すること 

５ 受診者の受付及び予約に関すること 

６ 診療報酬の算定に関すること 

７ 各種申請、届出、報告等に関すること 

８ 精神医療審査会に関すること 

９ 自立支援医療（精神通院）の支給認定及び精神障害者保健福祉

手帳の交付に関すること 

10 その他他の課の主管に属しないこと 

企画支援課  １ 精神保健福祉相談（面接・電話・Ｅメール）に関すること 

２ 地域精神保健福祉及びメンタルヘルスの推進に関する企画立案

に関すること 

３ 関係機関への技術支援（企画、事例検討、地域活動、社会復帰

促進、調査研究）に関すること 

４ 精神保健福祉業務に従事する者の人材育成に関すること 

５ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する普及啓発に関すること 

６ 精神保健福祉関係機関、団体等の組織育成・支援に関すること 

７ 地域精神保健福祉の推進に関する調査研究及び情報提供に関す

ること 
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８ 薬物、アルコール等依存症に関する相談・教室及びグループ支

援に関すること 

保健福祉課  １ 精神保健福祉相談（面接・電話・Ｅメール）に関すること 

２ 自殺対策（人材育成、普及啓発）に関すること 

３ あいち自殺対策推進センター（上記以外）に関すること 

４ ひきこもり対策事業（人材育成、グループ支援）に関すること 

５ あいちひきこもり地域支援センター事業（上記以外）に関する

こと 

６ あいちこころほっとライン３６５事業に関すること 

７ 自殺予防・ひきこもり対応関係機関との連携・技術支援に関す

ること 

８ Ｅメール相談（システム運営）に関すること 

９ アルコール関連問題電話相談に関すること 

（３） 職員構成 

平成２９年４月 1日現在 

 医 師 事 務 
社 会 福 祉
精神保健福祉士
心 理

保健師 計 

所   長     1(1)      -       -       -      1(1) 

保健管理監    -(1)      -       -       -     -(1) 

管 理 課       -    6(6)       -       -      6(6) 

企画支援課       -      -     4(4)     1(1)      5(5) 

保健福祉課       -      -     4(4)     2(2)      6(6) 

計     1(2)    6(6)     8(8)     3(3)    18(19) 

 （ ）内は正規職員の定数 

４ 事務事業  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉センター運営要領等に

基づき、次の業務を行っている。 
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（１） 企画立案

主管部局及び関係機関への精神保健福祉に関する施策等の企画立案 

（２） 技術指導及び技術援助

保健所、市町村及び関係機関に対する技術指導、技術援助 

（３） 人材育成

保健所、市町村及び関係機関の職員等に対する研修 

（４） 普及啓発

県民に対する精神保健福祉等の知識の普及啓発及び保健所、市町村が行う普及啓発

活動に対する協力、指導及び援助 

（５） 調査研究

精神保健及び精神障害者の福祉に関する情報の収集及び提供と施策推進のための調

査・研究 

（６） 相談支援

心の健康相談、精神医療に係る相談、ひきこもり相談、自死遺族相談、アルコール・

薬物・思春期等の特定相談 

（７） 自殺・ひきこもり対策

自殺対策及びひきこもり対策のための研修・技術支援等 

（８） 組織育成

家族会、患者会、社会復帰事業団体など関係団体の組織育成 

（９） 精神医療審査会の審査に関する事務

医療保護入院者等の入院届・定期病状報告書の審査及び退院請求・処遇改善請求に

対する実地調査など、精神医療審査会が行う審査業務に関する事務 

（10） 自立支援医療（精神通院）の支給認定及び精神障害者保健福祉手帳の

判定並びに手帳等の発行

自立支援医療（精神通院）の支給認定の申請及び精神障害者保健福祉手帳の申請に

対する判定業務並びにそれに伴う自立支援医療受給者証及び精神障害者保健福祉手帳

の発行業務 
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５ 平成２９年度重点事業  

（１） 自殺対策事業

自殺対策基本法の改正に伴い、平成２９年４月１日から「あいち自殺対策情報セン

ター」を廃止し「あいち自殺対策推進センター」を設置した。県内の自殺の状況に応

じた自殺対策の推進のため、保健所や市町村等関係機関を対象とした人材育成等の研

修をより充実する。 

また、新たな自殺総合対策大綱や地域自殺対策計画策定についてのガイドラインが

発出される予定であり、平成３０年度の市町村の自殺対策計画策定について支援を行

う。 

（２） ひきこもり対策事業

ひきこもり相談、ひきこもり当事者のグループ、ひきこもりを抱える家族を対象と

したグループの実施、ひきこもり支援サポーターの養成やハートフレンドの活用、ひ

きこもり民間支援団体と行政の情報交換等各機関間の連携を目的としたひきこもり支

援関係団体連絡会議の実施等を充実し、ひきこもり対策の推進を図る。また、保健所

や市町村及び関係機関に対する研修及び技術支援、相談員の技量の向上や地域への還

元を目的とした事例の分析を行う。 

（３） 精神障害者地域移行・地域定着推進事業 

  平成２６年４月の法改正を受け、精神障害者の地域生活への移行や地域定着等につ

いて、保健医療福祉関係機関の連携を中心に研修を進めている。本年度も、保健所・

基幹相談支援事業所・地域アドバイザーの三者が地域で協力しあって人材育成を推進

できるよう研修をすすめ、各圏域の特徴を活かした活動の推進を図る。
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Ⅱ 事業実績      

１ 企画立案  

地域精神保健福祉を推進するため、県の精神保健福祉主管部局、保健所及び関係諸

機関に対して専門的立場から、地域精神保健福祉やメンタルヘルスの推進方策に関す

る提案・意見具申等を行った（表１-１・１-２・１-３）。 

表１-１ 障害福祉課との連携   

連携 
・障害福祉課との連絡会 

・事業の協議 

協議会等の 

構成員

・こころの健康フェスティバルあいち 

・精神障害者スポーツ（バレーボール）大会 

・愛知県発達障害者支援体制整備推進協議会 

・愛知県地方精神保健福祉審議会 

・通院患者リハビリテーション運営協議会  

・精神科救急医療システム協議会 

・愛知県自殺対策推進協議会 

・愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会 

・発達障害医療ネットワーク連絡協議会     

・愛知発達障害者等就労支援連携協議会     

・愛知県精神科救急体制整備検討ワーキンググループ 

・愛知県精神障害者地域移行支援検討ワーキンググループ 

・ひきこもり支援推進会議

表１-２ 保健所への支援  

企画支援 

助言 

保健所の事業企画 

県及び中核市保健所 １５か所     

表１-３ 関係機関への支援  

協議会等の構成員 

・総括安全衛生委員会 

・衛生専門委員会 

・愛知県薬物乱用防止対策推進本部幹事会議 

・あいち小児保健医療総合センター事業運営協議会 

・心神喪失者等医療観察制度運営連絡協議会 

・公立学校教職員健康審査会 

・愛知県公衆衛生研究会企画会議 

・高次脳機能障害支援普及事業相談支援体制連携 

調整委員会 

・あいち発達障害者支援センター連絡協議会    

・愛知県精神医療センター医療観察法病棟倫理会議 

・愛知県子ども・若者支援地域協議会等連絡会議 

職員厚生課 

職員厚生課 

医薬安全課 

あいち小児保健医療総合センター

名古屋保護観察所 

教育委員会 

健康対策課 

名古屋市総合 

リハビリテーションセンター 

心身障害者コロニー 

愛知県精神医療センター 

社会活動推進課 
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２ 技術指導及び技術援助 

精神保健福祉活動に携わる保健所、市町村、その他の関係機関からの依頼に基づき、

各機関の事業及び関係者に対する技術支援を行った（表２-１）。 

表２-１ 技術支援実施回数（延数） 

老
人
精
神
保
健

社
会
復
帰

ア
ル
コ
ー
ル

薬
物

ギ
ャ
ン
ブ
ル

思
春
期

心
の
健
康
づ
く
り

ひ
き
こ
も
り

自
殺
関
連

犯
罪
被
害

災
害

そ
の
他

計

保健所 - 13 2 1 - 1 3 16 37 - - 81 154

市町村 - 1 - 2 - 1 3 7 7 - - 5 26

福祉事務所 - - - - - - - - - - - - - 

医療施設 - 3 - 2 - 1 - - - - - 8 14

介護老人 

保健施設 
3 - - - - - - - - - - - 3 

障害者支援施設 - 1 - - - - 1 1 - - - - 3 

社会福祉施設 - - - - - - 2 - - - - - 2 

その他 - 34 - 17 - 1 5 13 2 2 - 41 115

計 3 52 2 22 - 4 14 37 46 2 - 135 317
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（１） 保健所への支援              

各保健所から提出されたセンターへの技術支援に関する要望書をもとに、保健所と

センターの担当者で、保健所の実施事業や市町村支援事業について検討し、年間の支

援計画を立て技術支援を実施した（表２-２）。 

また、保健所からの講師依頼に対して職員を派遣した（表２-３）。 

表２-２ 保健所別技術支援実施回数（所外） 

表２-３ 保健所への講師派遣 

機 関 名 内     容 開催日 人 数

半田保健所 平成２８年度第２回新任期保健師等保健指導研修会 
8 月 26 日

（金） 
20 人

春日井保健所 

ひきこもりを考える家族の教室 

「ひきこもりの理解と対応、背景の精神疾患につい

て」 

9 月 13 日

（火） 
32 人

衣浦東部保健

所 

平成 28 年度西三河地区精神保健福祉業務研修会 

「アディクションに関する相談対応の仕方について」

2月 13 日

（月） 
8 人
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支

援

項

目

一

宮

瀬

戸

春

日

井

江

南

清

須

津

島

半

田

知

多

衣

浦

東

部

西

尾

新

城

豊

川

豊

橋

市

岡

崎

市

豊

田

市

①事業計画・業務運営
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 18

②推進協、関係機関

  連絡会議の企画
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1

①困難事例の検討
- - 1 - 1 2 - - 2 - - - - - - 6

②通報・申請・移送・緊

急
- - - - - - - - - - - - - - - -

①地域連携に関すること

（自殺・ひきこもり以
- - 2 - - - - - - - - - - - 1 3

②当事者家族支援
- - - - - - - - 2 - - 2 - - - 4

①地域連携
2 - 1 3 1 - 5 2 - 1 - 1 6 - - 22

②当事者家族支援
- - - - - - - - - - - - - - - -

①地域連携
1 - 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 - - - 15

②当事者家族支援
- - - - - - - - - - - - - - - -

①地域課題
- - - - - 1 - - - - - - - - - 1

②普及啓発
- - - - - - - - - - - - - - - -

4 1 6 6 5 6 7 5 8 3 2 5 7 3 2

支

援

実

施

回

数

19

１　企画支援

支援実施回数 70

６　その他

   （調査・研究・

     事業支援）
1

４　自殺対策

    関連支援
22

５　ひきこもり

    対策関連支援
15

２　援助技術支援

6

３　地域活動支援

7



（２） その他の機関（行政機関を含む）への技術支援

精神保健福祉に対する関心が高まっており、各機関・団体からの依頼が増えている

状況であり、会議等に出席し、情報提供や助言等の技術支援を行った（表２-４）。 

（３） 県関係機関（障害福祉課以外）への技術支援

県職員の健康区分や休職等の審査判定については、表２-５・２-６のとおりであり、

所長が対応した。 

表２-５ 職員厚生課への技術支援 

内 容 回 数 延人数 

健康区分変更等の書類審査 ２５回 ３９８人 

表２-６ 教育委員会への技術支援 

内 容 回数 延人数 

職員の休職・休職更新審査 １２回 ５４人 

公立学校教職員健康審査会  １回  １人 

３ 人材育成  

保健所、市町村、障害福祉サービス事業者等の関係機関において、精神保健福祉業

務等に従事する職員の援助技術の向上を目指し、次のとおり専門的研修等を実施した。 

（１） 保健所精神保健福祉担当職員業務研修

保健所の精神保健福祉担当職員を対象に、現在保健所が抱えている地域精神保健福

祉業務の課題等について、その対応方法の検討や新しい技術の習得並びに関連情報等

を把握するための研修を年間３回実施した（表３-１）。 

表２－４　関係機関領域別・支援内容別援助回数

事例援助 38 (19) 2 (2) － － 2 (2) 2 (1) 1 － － － 10 (10) 55 (34)

その他 46 (45) 22 (21) － － 12 (7) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 59 (56) 143 (133)

事例援助 7 － － － － － － － － － － － － － 24 － 31 －

その他 63 － 2 － － － － － － － － － 1 － 22 － 88 －

154 (64) 26 (23) － － 14 (9) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 115 (66) 317 (167)計

（　）は電話を再掲

社会復帰
施設

社会福祉
施設

その他 計

所内

所外

関係機関領域 保健所 市町村 福祉事務所 医療施設
介護老人保

健施設
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表３-１ 保健所精神保健福祉担当職員業務研修 

開催日 参加者 内     容 

5 月 30 日 

（月） 

18 人 １ 情報提供 地域精神保健福祉活動における地域課題 

  「事務処理要領改正後の夜間休日対応の現状と課題等について」

情報提供者 精神保健福祉センター企画支援課 課長補佐 大口ひとみ

  「地域移行地域定着支援への現状と課題等について」 

情報提供者 障害福祉課こころの健康推進室 主任主査 角田玉青 

２ グループワーク 

11 月 14 日

（月） 

30 人 １ 報告「地域移行地域定着支援への取り組み状況について」 

２ 講演「精神障害者の地域移行を推進するために～保健所の取り

組み方について～」 

  講師 兵庫県但馬県民局豊岡健康福祉事務所 豊岡保健所 

          所長 柳 尚夫氏 

3 月 13 日 

（月） 

17 人 １ 情報提供 予算関係について 

（１）アルコール健康障害対策関連 

情報提供者 障害福祉課こころの健康推進室 室長補佐 古橋芳明 

（２）地域移行・フェスティバル・システム関連 

情報提供者 障害福祉課こころの健康推進室 主事 飯田佑吉 

２ グループワーク 

（２） 基礎研修Ⅰ（地域精神保健福祉関係等新任職員研修）

保健所・市町村・市町村から委託を受けた相談支援事業所の精神保健福祉業務に携

わる新任職員等を対象に、精神障害者の自立と社会参加に必要な精神保健福祉に関す

る基礎的知識の習得、最新の地域精神保健福祉に関する情報の提供を通して、その技

術的水準の向上を図り、地域精神保健福祉活動の円滑な推進を図るための研修を実施

した（表３-２）。 

表３-２ 基礎研修Ⅰ（地域精神保健福祉関係等新任職員研修） 

開催日 参加者 内     容 

5 月 9 日 

（金） 

107 人 １ 講義「精神保健福祉行政」 

 講師 障害福祉課こころの健康推進室 主任主査 角田玉青 

２ 講義「地域における精神保健福祉活動」 

 講師 精神保健福祉センター企画支援課 課長 佐々木はるみ

３ 講義「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院）

     について）」 

 講師 精神保健福祉センター管理課 主査 久野恭子 

４ 講義「精神疾患の基礎知識～統合失調症の理解と対応に 

     ついて～」 

 講師 精神保健福祉センター 所長 藤城聡 

５ 体験発表「当事者からのメッセージ」 

  発表者 シンセサイズ中部代表 井上雄裕氏 
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（３） 基礎研修Ⅱ（保健所等精神保健福祉業務新任職員研修）

保健所及び中核市保健所等の新任職員を対象に精神保健及び精神障害者の福祉に

関する知識の習得や対応技能の向上を図るための研修を実施した（表３-３）。 

表３-３ 基礎研修Ⅱ (保健所等精神保健福祉業務新任職員研修)   

開催日 参加者 内     容 

6 月 21 日 

（火） 

17 人 １ 講義「医療保護入退院届等の事務処理、精神医療審査会について」

講師 精神保健福祉センター管理課 主査 梶田英之 

２ 講義「精神保健福祉法の申請通報等の事務処理について」 

講師 精神保健福祉センター企画支援課 主事 原直人 

３ 講義「地域精神保健福祉活動の留意点」 

講師 精神保健福祉センター企画支援課 課長補佐 大口ひとみ

４ 講義「心神喪失者等医療観察法について」 

  講師 名古屋保護観察所 統括社会復帰調整官 

栗田俊之氏 

５ 講義「保健所の地域精神保健福祉活動における危機介入について」 

講師 精神保健福祉センター企画支援課 課長 佐々木はるみ

7月～10月 11 人 インテーク面接及び合議へ参加 

（４） 薬物関連問題関係機関連絡会議 

国の薬物乱用防止対策実施要綱に基づき、平成１２年度から薬物乱用による精神障

害や薬物依存について、研修等を通して技術指導や技術援助を実施している。 

今年度も保健所をはじめ薬物関連問題に従事する関係機関や医療機関の職員及び

家族会やダルクを対象に名古屋市精神保健福祉センターと共催で実施した（表３-４）。 

表３-４ 薬物関連問題関係機関連絡会議 

開催日 参加者 内     容 

2 月 6 日 

（月） 

49 人 １ 意見交換 

 「各機関の取組状況と課題について」 

  助言者 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 

    准教授 山口みほ氏 

（１）行政の取組み 

（２）医療機関の取組み 

（３）地域の取組み 

（４）少年施設の取組み 

２ 総括 
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（５） 当事者活動支援研修

精神障害者地域生活支援体制整備促進のため、当事者のエンパワメントを高められ

るよう、当事者活動の普及を目的に研修を実施した。 

当事者や支援者を対象とした交流会を開催し、具体的なテーマを設定することで参

加者同士が問題を共有し気づきを得る機会とした (表３－５)。 

当事者活動支援地域研修は、平成１９年度「地域精神保健医療福祉対策研究会」 

活動の一環として行われたグループワークをセンター事業として昨年度に引き続き、

地域の事業所において実施した(表３－６)。 

表３-５ 当事者交流会 

開催日 参加者 内     容 

12 月 2 日

（金） 

24 人 テーマ「知っておきたい災害時のこと 

～私たちに必要な備えとは？～」 

１ 講演「熊本地震―その時弟は？そして、その後―」 

   講師 愛知県精神障害者家族会連合会 

      事務局長 水野良子氏 

２ 講演「災害に備えて知っておきたいこと」 

   講師 愛知県精神保健福祉センター 

      所長 藤城聡 

３ グループワーク 

 テーマ「私たちに必要な備えを考えよう！」 

表３－６ 当事者活動支援地域研修 

開催日 参加者 内   容 場   所 

5 月 17 日（火） 11 人  

グループワーク ゆったりホーム 

7 月 19 日（火） 10 人 

11 月 15 日（火） 10 人 

12 月 20 日（火） 10 人 

1 月 17 日（火） 12 人 

（６） 災害時のメンタルヘルス研修     

愛知ＤＰＡＴの周知及びＤＰＡＴの活動についての研修会を保健所や市町村、関係

病院等を対象に開催した。 

また、被災者へのこころのケア活動として、緊急時の心理的応急処置（ＰＦＡ）に 

ついて講義や演習を保健所及び市町村、病院関係職員を対象に開催した（表３-７）。 
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表３-７ 災害時のメンタルヘルス研修 

開催日 参加者 内     容 

11月 4日

（金） 

49 人 第 I 部 

１ 講演「災害時における DPAT 活動について ～平成２８年熊本

地震での DPAT 活動から～」 

  講師 DPAT 事務局次長 渡路子氏 

２ 報告 平成２８年熊本地震 愛知 DPAT 各班の活動について 

（１）愛知県 DPAT 派遣の概要 

   報告者 障害福祉課こころの健康推進室 主査 鷹野靖子 

（２）愛知県第１班 

   報告者 愛知県精神医療センター 平澤克己氏 

（３）名古屋市第１班 

   報告者 名古屋市精神保健福祉センター 野村剛氏 

（４）愛知県第２班 

   報告者 愛知県精神医療センター 羽渕知可子氏 

（５）愛知県第３班 

   報告者 愛知県精神保健福祉センター 所長 藤城聡 

（６）愛知県第４班 

   報告者 東尾張病院 西岡和郎氏 

（７）愛知県第５班 

   報告者 藤田保健衛生大学病院 松井佑樹氏 

（８）愛知県第６班 

   報告者 名古屋市立大学病院 井野敬子氏 

（９）愛知県第７班 

   報告者 愛知医科大学病院 佐治木萌氏 

（１０）愛知県第８班 

   報告者 紘仁病院 内藤浩二氏 

第 II 部 

 意見交換 平成２８年熊本地震愛知 DPAT 活動を振返って 

 助言者 DPAT 事務局次長 渡路子氏 

2 月 3 日

（金） 

29 人 講演及び演習 

「緊急時の心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド）

について」 

講師 桜美林大学 リベラルアーツ学群心理学研究科 

   准教授 種市康太郎氏 

   愛知医科大学 救急救命医学科 高度救命センター 

教授 加納秀記氏 
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2 月 27日

（月）

37 人 １ 講義 

（１）「愛知県における災害体制と災害情報センターについて」 

    講師 防災局災害対策課 主任主査 福西裕司氏 

（２）「精神保健医療体制について」 

    講師 健康福祉部障害福祉課こころの健康推進室 

       主査 鷹野靖子 

（３）「DPAT の活動異議」 

    講師 愛知県精神医療センター 平澤克己氏 

（４）「災害における関係機関の活動について」 

  ア「DMAT の活動について」 

    講師 愛知医科大学病院災害医療研究センター長 

中川隆氏 

  イ「日赤の活動について」 

    講師 日本赤十字愛知県支部事務局事業部参事 

       菊池勇人氏 

  ウ「保健活動について」 

    講師 健康福祉部医療福祉計画課 課長補佐 土山典子 

（５）「災害医療概論」 

   講師 DPAT 事務局次長 渡路子氏 

（６）「災害時のロジスティクス」 

   講師 DPAT 事務局 吉田航氏 

２ 演習「災害演習（災害想定に基づく机上訓練）」 

（７） アディクション対応者研修 

アルコール依存症へのアプローチ方法として、動機づけ面接法を取り上げ、保健所、

市町村、相談支援事業所、就労継続支援Ｂ型事業所、地域活動支援センター、医療機

関等の職員を対象に実施した（表３－８）。 

 表３－８ アディクション対応者研修 

開催日 参加者 内     容 

12 月 16 日 

（金） 

56 人 講演及び演習「アルコール依存症へのアプローチ方法を学ぶ 

       ―動機付け面接法を中心に―」 

講師 刈谷病院 副院長 菅沼直樹氏 
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（８）精神障害者地域移行・地域定着推進研修  

地域の精神保健医療福祉関係者が連携し、精神障害者の地域生活への移行を推進す

るため、地域アドバイザー・保健所・基幹相談支援センターをコア機関と位置づけ１回目の

研修（表３－９）を実施し、さらに後段として、市町村や医療機関、相談支援事業所等の関係

機関も対象とした研修（表３－１０）を行い、圏域ごとで地域移行に取組むための足がかりとし

た。  

表３－９ コア機関研修 

開催日 参加者 内     容 

11 月 14 日 

（月） 

50 人 講演１「精神障害者の地域移行を推進するために～保健所の取

    り組み方について～」 

 講師 兵庫県但馬県民局 豊岡健康福祉事務所 

      所長 柳尚夫氏 

講演２「精神障害者の地域移行を推進するために～ピアサポー

    ターを雇用して実施した地域移行支援～」 

    講師 生活支援センターほおずき 

       相談支援専門員 谷友紀子氏 

グループワーク「地域移行を推進するために、何が必要か考え

る」 

 助言者 柳尚夫氏 

     谷友紀子氏 

表３－１０ 関係機関全体研修会 

開催日 参加者 内     容 

2 月 21 日 

（火） 

127 人 報告１ 愛知県の取組について～「コア機関チーム」の育成と

市町村支援～ 

    報告者 愛知県健康福祉部障害福祉課 

こころの健康推進室 主任主査 角田玉青 

報告２ 名古屋市の取り組みについて 

    報告者 名古屋市障害企画課精神保健福祉係 

        係長 杉浦哲也氏 

活動報告 

 報告者 いちのみや指定相談支援事業所 三島真理子氏 

     相談支援事業所 希望 浜辺渚氏 

     共和病院 看護師 新美恵介氏 

     東三河圏域地域アドバイザー 江川和郎氏 

     守山区基幹相談支援センター 王子田剛氏 

グループワーク「事例から、自分たちの地域でどのように地域

        移行を進められるか考える」 
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４ 普及啓発  

（１）  講師の派遣

近年の精神保健福祉への関心の高さにより、精神保健福祉分野以外の団体からの依

頼に対して職員を派遣した（表４）。 

表４ 講師派遣

機関名 内     容 開催日 人数 

全国薬物依存症者 

家族会連合会 

２０１６年度やっかれんフォーラム 

「パネルディスカッション 刑の一部執行猶

予制度について」 

5 月 1 日（日） 96 人 

愛知県精神障害者

家族会連合会 

愛家連５０周年シンポジウム 

「誰もがその人らしく人生を送れる社会を願

って」 

5月14日（土） 300 人

西知多保護区 

保護司会 

西知多保護区統一研修会 

「薬物依存症とその支援」 
5月18日（水） 72 人 

愛知玉野情報シス

テム株式会社 

平成２８年度愛知県障害者就労支援者養成研修

「障害特性と職業的課題３（精神障害）」 
9月30日（金） 29 人 

愛知いのちの電話

協会 

第２回研修担当者研修会 

「利用者を受容するということ～心を病んで

いる利用者への対応～」 

12月1日（木） 18 人 

愛知家族会 
第１２回愛知家族会フォーラム 

「最近の薬物依存症治療の考え方」 
2月12日（日） 160 人

がんセンター中央

病院 

平成２８年度愛知県がんセンター中央病院 

医療安全研修会 

「自殺について考える～理解と対応～」 

2月17日（金） 281 人

保健所長会 
第５回保健所長会研修会 

「これからの精神保健福祉」 
3 月 3 日（金） 17 人 

名古屋ダルク家族

教室 

第３回名古屋ダルク家族教室フォーラム 

「愛知県精神保健福祉センターの薬物依存症

への取り組み」 

3月26日（日） 48 人 

名古屋保護観察所 

平成２８年度第１回覚せい剤事犯引受人会 

「薬物依存について」 
5月10日（金） 44 人 

 集団処遇プログラム 8 月 2日（火） 4人 

 集団処遇プログラム 8月16日（火） 5人 

 集団処遇プログラム 8月30日（火） 5人 

 集団処遇プログラム 9月13日（火） 5人 

 集団処遇プログラム 9月28日（水） 5人 

平成２８年度第４回薬物事犯引受人会 

「グループミーティング」 
3 月 6 日（月） 48 人 
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医薬安全課 第 17 回薬物専門講師養成講座 7月20日（水） 61 人 

中央児童・障害者相

談センター 

平成２８年度児童(・障害者)相談センター２

年目児童福祉司・児童心理司・合同基礎研修

「精神保健福祉センターについて」 

7 月 7 日（木） 30 人 

平成２８年度児童(・障害者)相談センター児

童心理司研修（カフェテリアプラン） 

「ひきこもりの理解と対応について」 

12月9日（金） 28 人 

５ 調査研究 

地域精神保健福祉活動推進に向けて調査研究を行うとともに、必要な統計及び資料

を収集整備し、提供する。 

（１） 調査研究   

地域の精神保健福祉活動の実態を把握するため表５－１のとおり調査を行い、日

頃の相談業務に活かすとともに、センター発行の「精神保健福祉愛知」に事例分析

や活動報告をまとめ、関係機関に配布した。 

表５－１ 地域精神保健福祉活動調査・分析等        

１  市町村の入院・通院医療費助成制度の状況調査  

２  市町村における手帳優遇制度の状況調査     

３  精神保健福祉法改正後の精神医療審査会における審査状況   

４  熊本地震と愛知県ＤＰＡＴについて             

５  ひきこもり面接相談事例の分析について           

   －相談の転帰からみた相談の現状と支援における課題について－   

（２） 情報提供 

 情報提供として「精神保健福祉ジャーナル Ｎｏ．８９」を発行し、「あだーじょ

～ひきこもり支援関係団体マップ～２０１６．６改訂」版を作成し、センターのホー

ムページに掲載した。 

また、県障害福祉課が発行している「福祉ガイドブック」へ情報提供を行った。 

（３） 発表

 調査研究の一環として、報告書をまとめ、研究会等で発表した（表５－２）。 
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表５－２ 研究会等への発表 

    タ イ ト ル 発 表 者 学 会 等 名 称 

ＳＭＡＲＰＰ（依存症当事者回復プログラ

ム）実施従事者の効果測定について 

自殺に傾いた人への地域支援を考える

～ＩＣＦ等を活用した事例分析の試み～ 

原直人 

澤田なぎさ 

第５２回全国精神保健福祉セ

ンター研究協議会 

平成２８年度愛知県公衆衛生

研究会 

６ 相談支援  

精神保健福祉センターでは、「精神保健福祉相談日」（毎月第１・２・４・５水曜日）、

「自死遺族相談日」（毎月第３木曜日）を設け、関係機関から紹介された複雑・困難

なケースや、既存の機関ではなかなか相談援助が受けづらい新たな問題を抱えるケー

スの相談を実施してきた。平成２２年度から、「ひきこもり専門相談日」（原則毎月第

３月・水曜日）を開設している。 

センターでの継続的な相談や診療が必要と判断した場合は、再来での個別相談や診

療、グループ相談へ結びつけている。また、電話やＥメールによる相談も受け付けて

いる。 

表６は、平成２８年度に行われた全ての相談の件数を示したものである。 

表６ 精神保健福祉センター全体の相談件数 

 個別相談 集団による相談 電話相談 E メール相談

当事者 家 族 

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

相

談

ひ

き

こ

も

り

相

談

来所相談 

訪

問

指

導

東
大
手
き
ぼ
う
ク
ラ
ブ

A
I
MA

RP
P
 

あ
い
ま
ー
ぷ

薬
物
問
題
を
考
え
る
家
族
の
つ
ど
い

ひ
き
こ
も
り
を
考
え
る
親
の
つ
ど
い

ひ
き
こ
も
り
を
考
え
る
家
族
グ
ル
ー
プ

精

神

保

健

福

祉

相

談

ひ

き

こ

も

り

専

門

相

談

（

再

掲

）

あ
い
ち
こ
こ
ろ
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
３
６
５

心
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル

（

再

掲

）

新

来

再

来

予

約

外

実 241※ 113 110 16 4 8 25 13 12 5 1,061 171   134 30 

延 1,065 113 930 17 5 97 205 74 67 25 1,140 178 6,089 324 134 61 

※個別相談の実人数の合計は再来と訪問指導を重複する２件を除く 
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（１） 個別相談 

来所相談者の新来・再来・予約外別、性別の相談件数、来所相談者の新来・再来・

予約外別、年齢階級別の相談件数、来所相談者の新来・再来・予約外別、居住地域の

管轄保健所別の相談件数について、それぞれ、表７-１、表７-２、表７-３に示した。 

個別相談の新来について、精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談

別、相談者の内訳相談件数を表８-１、精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自

死遺族相談別、当事者の職業別相談件数を表８-２、精神保健福祉相談・ひきこもり

専門相談・自死遺族相談別、相談者の来所経路別の相談件数を表８-３、精神保健福

祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談別、処遇の内訳別の相談件数を表８-４

にそれぞれ示した。 

また、個別相談の新来、再来の相談内容の主問題を表９に、個別相談の新来・再来

の医学的処置の内容を表１０に示した。 

表７-１ 来所相談者の新来・再来・予約外別、性別の相談件数                    

性別 合計 新来 再来 予約外 

合 計 1,060 113 930 17

男 性 413 42 359 12

女 性 647 71 571 5

表７-２ 来所相談者の新来・再来・予約外別、年齢階級別の相談件数 

年齢階級 

合計 新来 再来 予約外 

1,060 113 930 17

0～9 歳 - - - -

10～19 歳 14 4 10 -

20～29 歳 97 8 88 1

30～39 歳 144 14 130 -

40～49 歳 223 29 192 2

50～59 歳 243 34 207 2

60～69 歳 257 16 239 2

70 歳～ 71 7 64 -

不明 11 1 - 10
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表７-３ 来所相談者の新来・再来・予約外別、居住地域の管轄保健所別の相談件数

         合計 新来 再来 予約外 

合計 1,060 113 930 17

愛
知
県
保
健
所

一宮 138 16 121 1

瀬戸 153 13 139 1

春日井 85 11 74 -

江南 85 10 73 2

清須 78 10 68 -

津島 39 6 32 1

半田 36 4 31 1

知多 74 6 68 -

衣浦東部 135 15 119 1

西尾 36 - 36 -

新城 - - - -

豊川 35 2 33 -

中
核
市

保
健
所

豊橋市 1 1 - -

岡崎市 14 6 8 -

豊田市 34 3 31 -

名古屋市 83 10 66 7

県外 32 - 31 1

不明 2 - - 2
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表８-１ 精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談別、相談者の内訳 

     相談件数

( )内は診察件数の再掲

表８-２ 精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談別、当事者の職業別相談件数

  合計 精神保健福祉相談 ひきこもり専門相談 自死遺族相談 

合計 113        91 (2) 18 4

就労 30        27 1 2

家事従事者 4       3 (1) - 1

内職 1         - 1 -

無職 49        41 (1) 8 -

学生 27        19 8 -

不明 2         1 - 1

( )内は診察件数の再掲

続柄  合計 精神保健福祉相談 ひきこもり専門相談 自死遺族相談 

合計 113         91 (2) 18 4

当事者のみ 32         28 (1) 1 3

家族のみ 67         51 16 -

当
事
者
と
の
続
柄
（
内
訳
）

父 14          8 6 -

母 39         30 9 -

両親 2          1 1 -

両親と兄弟姉妹 1          1 - -

母と妹 2          2 - -

配偶者 4          4 - -

兄弟姉妹 2          2 - -

息子 1          1 - -

娘 2          2 - -

当事者と家族 11          9 (1) 1 1

続
柄(

内
訳)

 

父 2          1 1 -

母 5          5 - -

両親 3          2 (1) - 1

配偶者 1          1 - -

当事者とその他 1          1 - -

その他 2          2 - -
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表８-３ 精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談別、相談者の来所経 

路別の相談件数 

( )内は診察件数の再掲 

表８-４ 精神保健福祉相談・ひきこもり専門相談・自死遺族相談別、処遇の内訳別の相談件数

処遇 合計 精神保健福祉相談 ひきこもり専門相談 自死遺族相談

合計 113        91 (2) 18 4

病院・診療所紹介 7         6 1 -

その他機関紹介 4         4 - -

紹介元機関へ戻す 1         1 - -

センター単独で対応 54        42 (2) 11 1

センターと紹介元機関との並行 5         5 - -

センターとその他の機関との並行 18        15 3 -

相談のみで終結 24        18 3 3

( )内は診察件数の再掲 

来所経路 合計 精神保健福祉相談 ひきこもり専門相談 自死遺族相談

合計 113        91 (2) 18 4

インターネット・ホームページ 36        29 6 1

ネット以外の広報 2         - 2 -

本 1         - 1 -

医療機関 4         4 (1) - -

保健所 1         1 - -

市町村 13        10 1 2

学校・教育関係機関 4         3 1 -

職場 -         - - -

警察・司法関係 10        10 - -

知人・友人（家族親戚含む） 10         9 (1) 1 -

その他（民間相談機関・あい

ちこころほっとライン含む）
20        17 2 1

不明 12         8 4 -
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表９ 個別相談の新来・再来の相談内容の主問題 

新 来 再 来 

主問題 細目 合計 精神保健福祉相談 ひきこもり専門相談 自死遺族相談 合計 

精神的な

病気・ 

障害に関

すること

病気・障害に関する不安・疑問 2      2 - - 4

医療機関・相談機関に関すること -      - - - 13

社会復帰について 3      3 - - 23

その他 2      2 - - 2

行 動 上

の 問 題

に 関 す

ること 

自殺 1      - - 1 9

うつ 3      3 - - 20

ひきこもり 33     16 17 - 478

薬物依存 26     26 - - 135

アルコール依存 4      4 - - 3

ギャンブル依存 11     11 - - 38

食行動の異常（拒食・過食） 1      1(1) - - 13

性に関すること 3      3 - - -

虐待 2      2 - - 3

家庭内暴力 2      2 - - 8

DV（配偶者間暴力） -      - - - -

その他 5      5 - - 19

養育上の

問題に関

すること

しつけ、教育上の問題 -      - - - -

不登校 4      3 1 - 9

その他 -      - - - 7

対 人 関

係 の 問

題 

家族内の人間関係 2      2 - - 37

友人・近隣・恋人との関係 -      - - - 9

職場内の人間関係 -      - - - -

その他 -      - - - 4

心理

的・情緒

的なこ

と 

不安 2      2 - - 10

心身の不調についての訴え 4      2(1) - 2 68

人生について -      - - - -

話を聞いてほしい 1      - - 1 17

その他 -      - - - -

その他 その他 2      2 - - 1

合計 113     91(2) 18 4 930

( )内は診察件数の再掲 
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表１０ 個別相談の新来・再来の医学的処置の内容 

来所相談実件数 診察実件数 診察延件数

新来 113 2
187

再来 110 10

通院精神療法（本人） 182

通院精神療法（家族） 3

院外処方 111

診断書 6

紹介状 -

（２） 集団による相談 

対人関係の問題があり言語による表現が苦手な人や発達障害を抱える人を対象に

した「東大手きぼうクラブ」を開催した。 

また、薬物・アルコール・ギャンブル依存症の当事者を対象とした回復プログラ

ム「ＡＩＭＡＲＰＰ あいまーぷ」を開催した。 

薬物関連問題を抱える家族、ひきこもりに関連した問題を抱える家族を対象とし

て、薬物問題を考える家族のつどい、ひきこもりを考える親のつどい、ひきこもり

を考える家族グループの３グループを開催した。 

（３） 電話相談・Ｅメール相談 

電話相談・Ｅメール相談の件数を表６に、電話相談の主問題を表１１に示した。 

なお、Ｅメール相談はメンタルヘルス相談とひきこもりに関する相談とに分類し

ており、メンタルヘルス相談分の主問題別の相談件数を表１２に示した。 

また、あいちこころほっとライン３６５は、自殺対策を推進する目的で内閣府が

運用する「こころの健康相談統一ダイヤル」からも接続されている。 
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表１１ 電話相談の精神保健福祉相談・あいちこころほっとライン 365 別の主問題 

主問題 細目

精神保健福祉相談 あいちこころ

ほっとライン

365 
ひきこもり専門相談

ダイヤル（再掲）

精神的な病気・

障害に関するこ

と

病気・障害に関する不安・疑問 108 6 260

医療機関・相談機関に関すること 228 10 118

社会復帰について 52 15 56

その他 55 3 79

行動上の問題に

関すること

自殺 31 - 87

うつ 34 1 142

ひきこもり 125 90 28

薬物依存 45 - 6

アルコール依存 33 - 16

ギャンブル依存 38 3 14

食行動の異常（拒食・過食） 9 - 7

性に関すること 15 - 31

虐待 3 - 21

家庭内暴力 8 - 7

DV（配偶者間暴力） 1 - 31

その他 42 4 168

養育上の問題に

関すること

しつけ、教育上の問題 2 - 41

不登校 27 16 8

その他 2 1 94

対人関係の問題 家族内の人間関係 52 4 690

友人・近隣・恋人との関係 15 2 383

職場内の人間関係 10 1 221

その他 8 - 175

心理的・情緒的

なこと

不安 18 6 626

心身の不調についての訴え 30 1 372

人生について 3 - 120

話を聞いてほしい 52 6 1,970

その他 9 1 113

その他 いたずら電話 2 - 24

その他 83 8 181

合計 1,140 178 6,089
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表１２ Ｅメール相談（メンタルヘルス相談）の主問題別の相談件数 

主問題 細目

精神的な病気・障害に

関すること 

病気・障害に関する不安・疑問 14

医療機関・相談機関に関すること 24

社会復帰について 3

その他 2

行動上の問題に 

関すること 

自殺 4

うつ 8

ひきこもり 1

薬物依存 -

アルコール依存 2

ギャンブル依存 1

食行動の異常（拒食・過食） 1

性に関すること 1

虐待 -

家庭内暴力 3

DV（配偶者間暴力） 1

その他 11

養育上の問題に 

関すること 

しつけ、教育上の問題 -

不登校 1

その他 1

対人関係の問題 家族内の人間関係 14

友人・近隣・恋人との関係 7

職場内の人間関係 4

その他 -

心理的・情緒的なこと 不安 10

心身の不調についての訴え 5

人生について 1

話を聞いてほしい 5

その他 6

その他 いたずら電話 -

その他 4

合計 134
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（４） 特定相談事業（再掲） 

平成元年４月から、アルコール関連問題及び思春期精神保健に関しての相談を含む

総合的な事業として特定相談事業を実施している。表１３に平成２８年度の延べ件数

を示した。 

表１３ 特定相談（アルコール関連問題・思春期精神保健）の相談延件数 

合計 面接 電話 Ｅメール 依存症当事者グループ

合計 230 92 115 16 7

アルコール関連問題 53 8 36 2 7

思春期精神保健 177 84 79 14

（５） 薬物相談窓口事業   

平成１２年度から「薬物相談窓口事業」を実施し、専門相談窓口として薬物相談（再

掲 表１４）への対応と、薬物問題に関する家族教室（表１５）を開催している。 

平成１３年度からは、家族教室終了者等を対象に概ね月１回家族のつどいを開催し、

平成２８年度は延べ７４人が参加した。   

また、当事者への支援として、平成２６年度から全国で実施例があり効果が認めら

れている SMARPP を利用した回復支援事業を開始した。そして、平成２７年１月には

SMARPP や先行実施している他県の精神保健福祉センターのワークブックをもとに 

回復支援プログラム「AIMARPP」を作成し、平成２７年度からは愛知県精神保健福祉

センターの回復支援プログラムのワークブックとして使用している（表１６)。 

表１４ 薬物問題月別相談件数（衛生行政報告例における薬物の相談件数） 

月 

相談区分

合計 H28

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

H29

1月 2月 3月

合計 213 19 20 22 16 14 14 17 21 21 20 6 23

新来・予約外 26 8 1 3 2 3 - 2 4 - 2 1 -

再来 136 7 8 16 9 6 13 11 13 17 11 5 20

精神保健福祉相談 51 4 11 3 5 5 1 4 4 4 7 - 3
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表１５ 薬物問題に関する家族教室  

開催日 内容 講師 参加人数

7月 4日（月）

講演「本人には何が起こっているのでし

ょう？～家族が知っておきたいこと～」

交流会

精神保健福祉センター

所長 藤城聡 

10 人 

（2） 

7 月 28 日（木）

講演「本人の回復のために 

～回復者の体験談を聞いてみよう～」

交流会 

三河ダルク 

松浦良昭氏 

11 人 

（0） 

8 月 25 日（木）

講演「家族の回復のために 

～家族の体験談を聞いてみよう～」

交流会 

愛知家族会     

メンバー 

12 人 

（0） 

10 月 3 日（月）

講演「本人には何が起こっているのでし

ょう？～家族が知っておきたいこと～」

交流会

精神保健福祉センター

所長 藤城聡 

11 人 

（2） 

10月20日（木）

講演「本人の回復のために 

～回復者の体験談を聞いてみよう～」

交流会 

名古屋ダルク 

スタッフ 

9 人 

（2） 

11月17日（木）

講演「家族の回復のために 

～家族の体験談を聞いてみよう～」

交流会 

ナラノン  

メンバー 

10 人 

（2） 

（ ）内は聴講した関係者の再掲 

表１６ 当事者への回復支援事業（ＡＩＭＡＲＰＰ） 

開催日時 使用テキスト 開催回数 参加人数 

毎週水曜日 

午後２時から午後３時３０分 

（祝、祭日を除く） 

ＡＩＭＡＲＰＰ 50 セッション 

実人数 延人数 

25 人 205 人 
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７ 自殺・ひきこもり対策  

【自殺対策】 

（１） 自殺予防相談対応者研修

ア 自殺防止地域力強化事業評価研修 

地域における自殺対策のより効果的な推進のために、市町村は地域自殺対策計

画の策定に取り組み、保健所は管内の実情に応じた自殺防止地域力強化事業を展

開しつつ市町村を支援する一助となるよう、保健所職員や市町村職員を対象に実

施した。 

（ア）第１回 

開催日：１２月２７日（火） 

参加者：７５人 

内 容：研修伝達「第１回地域自殺対策推進企画研修」 

    報告者 精神保健福祉センター 保健福祉課 主査 田中恵美 

  講演「地域自殺対策計画の策定と包括的な自殺対策の推進について」 

講師 自殺総合対策推進センター 地域連携推進室長 反町吉秀氏 

（イ）第２回 

 開催日：２月１０日（金） 

 参加者：１５人 

   内 容：講演及び演習「より効果的な自殺対策事業の展開について 

～地域診断の基本から考える～」 

       講師 愛知医科大学 看護学部教授 坂本真理子氏 

イ 自殺予防のための家族グループ支援スキルアップ研修

保健所において定期的に実施されている統合失調症、うつ病、ひきこもり等の

家族教室や交流会を充実させ、家族のメンタルヘルス向上に資することを目的に、

家族グループ支援に携わる保健所職員を対象にスキルアップを図る研修を実施し

た。 

  開催日：１０月１４日（金） 

  参加者：１３人 

  内 容：講演 「家族教室の方法論～エビデンスと実践～」

 演習 「グループセラピーの理解」及び「模擬家族教室」 

講師 名古屋市立大学 看護学部教授 香月富士日氏 
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ウ 関係職員対象研修「自殺ハイリスクの疾病理解」

自殺ハイリスク者の一つであるパーソナリティ障害についての理解を深め、関

係職員が地域での支援に必要な知識の習得と、相談技術向上を図るための研修を、

保健所や市町村職員及び相談を受ける機会のある地域包括支援センター職員等を

対象に実施した。 

開催日：８月２９日（月） 

  参加者：７６人 

  内 容：講演「自殺ハイリスクの疾病理解～パーソナリティ障害の地域援助～」 

        講師 精神保健福祉センター 所長 藤城聡 

エ 関係職員対象研修「自死遺族支援者研修」 

地域で、遺族(犯罪、事故、自死、災害等で大切な人を失った方)からの相談に

応じる保健所担当職員等に対して、遺族支援に必要な知識の習得と相談技術の向

上を図る研修を実施した。 

開催日：８月２９日（月） 

参加者：５２人 

内 容：講演「自死遺族のグリーフとそのケア」 

 グループワーク及びロールプレイ 

 講師 龍谷大学 短期大学部准教授 黒川雅代子氏 

オ 若年層自殺対策相談対応人材育成事業

地域の保健福祉関係職員等が若年者への対応の知識や技術を身につけ、相談対

応力を高めるとともに、教育関係者が若年者への相談対応の必要性や知識を学ぶ

ことにより、現場の教職員等への知識の伝達や研修を企画する際の一助とする研

修を実施した。 

開催日：８月１６日（火） 

参加者：６４人 

内 容：「認知行動療法に基づいたケアの対話スキル」 

 講演～問題の見方、精神的ケアの原則～ 

 演習～相手を“ＯＮ”するスキル、相手を“ＭＯＶＥ”するスキル～ 

講師 国立精神・神経医療研究センター 

認知行動療法センター長 堀越勝氏 

      情報提供「若年層の自殺の状況について」  

報告者 精神保健福祉センター 保健福祉課 主査 野崎由美子 
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カ 自殺未遂者支援等推進事業研修

地域で自殺未遂者支援を行う機会のある保健所、市町村職員等が自殺未遂者へ

の理解を深め、支援者としての基本的姿勢、対応のスキルを習得する研修を実施

した。 

開催日：６月１７日（金） 

参加者：５１人 

内 容：講演「自殺未遂者支援のエッセンスと支援システムの思考」 

 演習「事例を通して支援システムを考えてみる」 

講師 相模原市健康福祉局福祉部 精神保健福祉課 山田素朋子氏  

（２） 若年層自殺予防啓発事業

大学生向け自殺予防啓発事業 

大学入学後は環境の変化等により精神的に不安定な状態となる学生がおり、また、

アルコールを摂取する機会が増えることから、不適切な飲酒がうつ病や自殺につな

がることも危惧される。 

  大学における学生のメンタルヘルスサポートに関する調査や、大学の教職員対象

の研修及び大学生向けの出前講座を行い啓発した。 

（ア）大学における学生のメンタルヘルスサポートに関する調査 

  県内の４９大学に対して学生のメンタルヘルスサポートの実際の状況を把握す

るための調査を実施した（表１７）。 

 表１７ 大学における学生のメンタルヘルスサポートに関する調査 

対 象 県内の４９大学 

方 法 

・調査票は代表者 1 名による記述式で、平成２８年７月１１日開催の「大学生の

メンタルヘルスサポート研修会」で、返送用の封筒と共に配付した。研修会に

欠席の大学には郵送した。 

・キャンパスを複数もつ大学については、キャンパスごとに記載できるよう、キ

ャンパス数の調査票と返送用封筒を同封し、各キャンパスから当センターに送

付が可能となるようにした。調査票回収期限は８月１９日(金)とした。 

調査票 

回収状況 

４９大学７７キャンパスに送付し、４３大学５９キャンパスから回答 

回収率：大学別－８７．８％   キャンパス別－７６．６％ 
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主な結果 

及び考察 

・大学では多職種多部署で工夫して学生のメンタルヘルスサポートに取り組んで

いるが、その連携に何らかの課題を抱える大学が複数あることがわかった。 

・学生のサポートは精神科領域のみならず、学業や人間関係、身体的な健康問題

等と絡んでおり、相談内容の分類や集計方法は大学ごとに異なった。 

・自殺予防の体制整備については、話し合いや取り組みがなされていない大学の

方が多かった。 

・大学はアルコール問題についていろいろな機会をとらえて学生に啓発している

が、未成年の飲酒やアルコールハラスメントの問題は一部に存在している現状

であった。 

・本調査で把握できた大学のメンタルヘルスサポートの現状は、今後の大学生向

け自殺予防啓発事業に活かせるものであると考える。 

（イ）学生のメンタルヘルスとそのサポートについての研修会 

  大学の教員・学生支援担当職員、保健所（中核市含む）職員等を対象に研修を実

施した。 

  開催日：７月１１日（月） 

  参加者：６１人 

  内 容：講演「大学生のメンタルヘルスと大学におけるサポートについて」 

講師 椙山女学園大学 人間関係学部心理学科准教授 中野有美氏 

（ウ）学生へのよりよいサポートのための情報交換会 

  大学の教員・学生支援担当職員、保健所（中核市含む）職員等を対象に、第１回、

第２回ともに同様の内容で実施した。 

  開催日：第１回 １０月２１日（金） 

      第２回 １１月７日（月） 

  参加者：計４５人（第１回、第２回のどちらか１日のみ出席） 

  内 容：情報提供「大学生のメンタルヘルスサポートに関する調査結果について」

      報告者 精神保健福祉センター 保健福祉課 主査 田中恵美 

情報交換「大学生のメンタルヘルスサポートの課題と今後に向けて 

～大学生のメンタルヘルスサポートに関する調査結果をふまえて～」 

助言者 名古屋市立大学大学院 人間文化研究科教授 中野有美氏 

 講 話「大学生のメンタルヘルスサポートの課題と今後に向けて」

 講 師 名古屋市立大学大学院 人間文化研究科教授 中野有美氏 

（エ）学生のメンタルヘルスに関する「出前講座」及び「大学生のためのアルコール・

ハンドブック」配付について（精神保健福祉センター実施分） 

希望のあった５大学の学生に対して８講座（うち１講座は大学の希望により大

学教職員を対象）実施し、講座とは別に「大学生のためのアルコール・ハンドブ

ック」を３大学に配付した（表１８）。 
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表１８ 出前講座及び大学生のためのアルコール・ハンドブック配付数 

大学名
開催日

（受講人数）
内     容

ハンドブッ
ク配付数

１ 名古屋学芸大学
9月 7 日（水）
（12人） 

講演「悩みを抱える人へのかかわり」 
講師 カウンセリングオフィス 
    ひぃりんぐ工房 とぽす 
    臨床心理士 西野敏夫氏

12 

２ 同朋大学 
11 月 22 日（火）
（33人） 

講演「大学生のためのメンタルヘルス 
   講座」 
講師 精神保健福祉センター  
   保健福祉課 主査 山下泰恵

33 

３ 名古屋女子大学

12月 19 日（月）
（42人） 

講演「保育者としてのメンタルヘルス 
   の維持・向上」 
講師 人間環境大学 附属臨床心理相談
   室 
    臨床心理士 佐竹一予氏 

12 月 19 日（月）
（43人） 

12 月 22 日（木）
（44人） 

12 月 22 日（木）
（47人） 

４ 名古屋市立大学
1月 19 日（木）
（64人）

講演「大学生のためのメンタルヘルス講
座」 
講師 精神保健福祉センター 
    保健福祉課 主任 澤田なぎさ

64 

５ 大同大学 
3 月 2 日（木）
（40人）

講演「精神面で心配と思われる学生との
   関わり方」 
講師 人間環境大学 附属臨床心理相談
   室 
    臨床心理士 佐竹一予氏

６ 愛知東邦大学 2 年生 280 

７ 愛知工業大学 大学院生 100 

８ 南山大学 クラブ・サークルの代表者 100 
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（３） 電話相談員資質向上事例検討会

自殺予防の観点から、県民の方々のこころの健康相談に応えていくために「あいち

こころほっとライン３６５」を開設している。多種多様な県民のニーズに対応し、よ

り一層の相談技術の向上を図るために事例検討会を実施した（表１９）。 

表１９ 電話相談員資質向上事例検討会 

 開催日 参加人数 内     容 

１ ５月１８日（水） ５人
「人を殺したい」と思ってしまい、悩む人について 

           助言者：医師 関口純一氏 

２ ８月２日（火） １２人
ひきこもり事例について 

           助言者：所長 藤城聡 

３ １１月２１日（月） ５人
同性愛者の男性からの相談について 

           助言者：医師 原健男氏 

４ １月２７日（金） １０人
医療不審を抱える人への対応について 

           助言者：所長 藤城聡 

（４） 自殺ハイリスク者地域支援事例検討会 

自殺ハイリスク者である統合失調症、気分障害等精神疾患患者への的確な対応が行 

えるよう地域において関係者が一同に集まり検討を行い、地域全体の対応能力の向上

を図ることを目的に事例検討会を実施した（表２０）。 

表２０ 自殺ハイリスク者地域支援事例検討会 

開催日 

開催保健所 

参加

人数 
内       容 

１
6 月 13 日（月）

岡崎市保健所 
6 人 

「医療福祉サービス介入が困難なケースの支援について」 

               助言者：医師 原健男氏

２
8月 12 日（金）

半田保健所 
10 人

「身体・精神症状により頻回に救急要請のある女性への対応について」

助言者：医師 原健男氏 

３
11 月 16 日（水）

新城保健所 
9 人 

「血統妄想の男性が福祉サービス利用を受け入れるための支援を

考える」           助言者：医師 原健男氏 

４
2月 28 日（火）

一宮保健所 
8 人 

「両親を殺す、自殺する等、過激な発言で関係機関を振り回すケー

スの対応について」      助言者：医師 関口純一氏 

５
3月 17 日（金）

豊川保健所 
16 人

「自殺行為をネット配信する若者支援」 

               助言者：医師 関口純一氏 

６
3月 24 日（金）

豊田市保健所 
７人 

①「病識がなく地域での関わりを拒否している女性への支援について」

②「統合失調症の治療を中断している女性への支援について」 

③「病識のない統合失調症の方への支援について」 

               助言者：医師 関口純一氏 
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【ひきこもり対策】 

（１） ひきこもり相談対応者及び支援者研修 

ひきこもり当事者及び家族への支援を行っている支援者（当所作成の「あだーじょ

～ひきこもり支援関係団体ガイドマップ～」に掲載している団体）、保健所職員、市

町村の相談員等を対象に、ひきこもり支援の技術向上を図ることを目的に研修会を実

施した。

 開催日：３月３日（金） 

 参加者：７７人 

 内 容：講演及び演習 

 「ＣＲＡＦＴを応用したひきこもりの家族支援」 

講師 徳島大学大学院 総合科学研究部准教授 境泉洋氏 

（２） ひきこもり支援サポーターフォローアップ研修

平成２０年度、２１年度、２６年度及び２７年度に養成した「ひきこもり支援サポ

ーター」を対象に、スキルの維持と活動の質の向上を目的として、関わり方について

の知識と技術を学ぶ研修会を実施した。 

 開催日：１月２６日（木） 

参加者：１７人 

内 容：講演「当事者として、支援者として」 

     講師 一般社団法人 若者支援事業団 理事 菅沼和司氏 

（３） ひきこもり支援関係団体連絡会議

ひきこもりに悩む当事者やその家族への支援活動を行っている機関・団体による支

援のネットワークを構築し、協働のあり方を検討することを目的として、愛知県内の

民間支援団体とひきこもり支援に係る県の行政機関で連絡会議を開催した。 

開催日：６月２７日（月） 

参加者：５５人 

内 容：講演「地域ベースでのネットワークづくり」 

    講師 岐阜大学 地域科学部 准教授 南出吉祥氏 

 講演「若者ソーシャルワークの立ち位置、局面」  

 講師 立命館大学 産業社会学部教授 山本耕平氏 

 意見交換 
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（４） ハートフレンド活動支援事業

平成２０年度、２１年度に実施した「ひきこもり支援サポーター養成講座」修了者

のうち希望者を「ひきこもり支援サポーター」として登録した。その中から適任と思

われる者を「ハートフレンド」として委嘱し、当事者や家族、及びひきこもり支援団

体への訪問支援等を行う「ハートフレンド活動支援事業」を平成２１年度に立ち上げ

た。

支援対象者を選定し、サポーターとの組み合わせを考慮し、サポーターを選定して

双方の意思と支援内容を確認した上で、関係機関等と連携を取りながら活動を進めて

いる。平成２８年度は４人のハートフレンドを５人の当事者へ、１人のハートフレン

ドを東大手きぼうクラブへ派遣した。 

（５） ひきこもりの相談 

精神保健福祉センター全体の相談件数（表６）のうち、ひきこもり関連の実件数、

延件数を表２１-１から表２１-６に示した。 

表２１-１ 来所相談のうちひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（実件数） 

表２１-２ 来所相談のうちひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（延件数）

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40代以上 年齢不明

男
当事者 124 - 40 54 30 -

当事者以外 103 - - - 102 1

女
当事者 60 6 4 8 42 -

当事者以外 259 - 2 - 257 -

合

計

当事者 184 6 44 62 72 -

当事者以外 362 - 2 - 359 1

合計 546 6 46 62 431 1

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40代以上 年齢不明

男
当事者 13 - 4 5 4 -

当事者以外 27 - - - 26 1

女
当事者 6 1 1 2 2 -

当事者以外 57 - 1 - 56 -

合

計

当事者 19 1 5 7 6 -

当事者以外 84 - 1 - 82 1

合計 103 1 6 7 88 1
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表２１-３ 電話相談のうち精神保健福祉相談・あいちこころほっとライン３６５における 

      ひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（実件数） 

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40代以上 年齢不明

精
神
保
健
福
祉
相
談

男
当事者 29 - 4 8 4 13

当事者以外 32 - - - 10 22

女
当事者 14 1 - 1 3 9

当事者以外 85 - 1 - 20 64

合

計

当事者 43 1 4 9 7 22

当事者以外 117 - 1 - 30 86

合計 160 1 5 9 37 108

あ
い
ち
こ
こ
ろ
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
３
６
５

男
当事者 8 - 1 1 1 5

当事者以外 6 - 4 2 - -

女
当事者 7 - - - 1 6

当事者以外 7 1 - - 2 4

合

計

当事者 15 - 1 1 2 11

当事者以外 13 1 4 2 2 4

合計 28 1 5 3 4 15

合

計

男
当事者 37 - 5 9 5 18

当事者以外 38 - 4 2 10 22

女
当事者 21 1 - 1 4 15

当事者以外 92 1 1 - 22 68

合

計

当事者 58 1 5 10 9 33

当事者以外 130 1 5 2 32 90

合計 188 2 10 12 41 123
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表２１-４ 電話相談のうち精神保健福祉相談・あいちこころほっとライン３６５における 

      ひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（延件数）

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40 代以上 年齢不明

精
神
保
健
福
祉
相
談

男
当事者 31 - 4 9 4 14

当事者以外 37 - - - 14 23

女
当事者 14 1 - 1 3 9

当事者以外 89 - 1 - 21 67

合

計

当事者 45 1 4 10 7 23

当事者以外 126 - 1 - 35 90

合計 171 1 5 10 42 113

あ
い
ち
こ
こ
ろ
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
３
６
５

男
当事者 8 - 1 1 1 5

当事者以外 6 - 4 2 - -

女
当事者 7 - - - 1 6

当事者以外 7 1 - - 2 4

合

計

当事者 15 - 1 1 2 11

当事者以外 13 1 4 2 2 4

合計 28 1 5 3 4 15

合

計

男
当事者 39 - 5 10 5 19

当事者以外 43 - 4 2 14 23

女
当事者 21 1 - 1 4 15

当事者以外 96 1 1 - 23 71

合

計

当事者 60 1 5 11 9 34

当事者以外 139 1 5 2 37 94

合計 199 2 10 13 46 128
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表２１-５ Eメール相談のうちひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（実件数）

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40 代以上 

男
当事者 8 1 4 2 1

当事者以外 5 - - 1 4

女
当事者 10 3 4 3 -

当事者以外 8 - 1 3 4

合

計

当事者 18 4 8 5 1

当事者以外 13 - 1 4 8

合計 31 4 9 9 9

表２１-６ Eメール相談のうちひきこもり関連問題の相談 性別・年代別相談件数（延件数） 

性 相談者 合計 10 代 20 代 30 代 40 代以上 

男
当事者 30 2 21 2 5

当時者以外 6 - - 1 5

女
当事者 17 4 10 3 -

当事者以外 9 - 1 4 4

合

計

当事者 47 6 31 5 5

当事者以外 15 - 1 5 9

合計 62 6 32 10 14

（６） ひきこもり（当事者）のグループワーク 

平成１０年１０月から、対人関係の問題があり言語表現が苦手な人を対象に、活

動を通して対人交流を図る当事者グループ「アクティビティグループ」を実施して

きた。加えて平成１４年９月から、発達障害を抱える当事者グループ「創作グルー

プ」を実施してきた。 

そして、平成２１年度からは両グループを統合した「東大手きぼうクラブ」を開

催している。月２回の活動があり、うち 1回はあらかじめ参加者と話し合って予定

を決めて行う活動（料理、近隣への外出など）をしており、他 1回は活動日当日に、

参加者の希望の活動（ボードゲーム、ＴＶゲーム、トランプ、ウノなど）を実施し

ている。参加者の計画性と自主性を尊重した活動を行い、ひきこもりに関連した問

題を抱える当事者が交流する場となっている。 

平成２８年度は延べ９７人（実人員８人）の参加があった。 
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（７） ひきこもり（家族）のグループワーク       

ひきこもり当事者の親からの相談に対する取り組みとして、平成８年度から「ひ

きこもりを考える親のつどい」を実施している。 

グループ参加が４年以上の親が参加する「ひきこもりを考える親のつどい」とグ

ループ参加経験が３年までの親が参加する「ひきこもりを考える家族グループ」の

２つのグループがある。 

平成２８年度は両グループともそれぞれ９回開催し、「ひきこもりを考える親の

つどい」は延べ６７人、「ひきこもりを考える家族グループ」は延べ２５人の参加

があった。（表６）。 

両グループともひきこもり当事者への家族の対応の仕方や、家族の気持ちなどに

ついて話し合い、分かちあうことで安心できる場となっている。 

（８） ひきこもり事例の分析

ひきこもり相談では家族が相談に来ていても、目に見える形で本人のひきこもり

状態が改善しない等の理由から、相談に来ても意味がないと思って来所相談を中断

してしまうことがある。 

相談員の技量の向上と地域への還元を目的として、平成２２年度から２６年度ま

での間にひきこもりを主訴として初回面接を実施した家族を対象に、来所相談の転

帰を調査した。相談が中断、終了した理由を探ることで、適切な支援方法を考察し、

検討を行った。その結果、相談者の役割期待を適切に把握し、相談員がセンターの

役割を伝えつつも、それに拘泥せず相談者の主訴に寄り添うこと等が重要であるこ

とを示すことができた（「ひきこもり来所相談事例の分析について―相談の転帰か

らみた相談の現状と支援における課題について―」精神保健福祉愛知2016に掲載）。 

表２２  ひきこもり事例の分析検討会議 

開催日 場所 助言者及び参加者  内容 

第

1

回

7月 29日

（金） 
精神保健福

祉センター

助言者：愛知淑徳大学 

    教授 諏訪真美氏

参加者：精神保健福祉セン 

    ター保健福祉課職員

・目的、対象者、調査項目

の検討及び再確認 

・事例検討 

・意見交換 

・助言 

・今後の課題設定 

第

2

回

8月 26日

（金） 

・事例検討 

・意見交換 

・助言 

・今後の課題確認 
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８ 組織育成  

組織育成では、精神保健福祉関係の機関や団体で結成される組織やネットワークに

対して、精神保健福祉の基本的な理念や構えを重視するとともに、独自性を大切にし

た活動が展開できるように会場の提供及び企画などの支援も行った（表２３）。 

表２３ 支援した組織・団体 

団体名 内容 回数 

愛知県精神障がい者福祉協会 総会、部会 ４回 

愛知県精神保健福祉協会 総会、理事会、部会、 

委員会、記念講演等 
１１回 

愛知県精神障害者スポーツ（バレーボール）大会 実行委員会等 ２回 

愛知県精神障害者家族会連合会 総会、役員会等 ８回 

希望会 運営委員会等 ２回 

愛知県精神保健福祉ボランティアグループ連絡協議会 総会、代表者会議、 

研修会等 
５回 
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９ 精神医療審査会の審査に関する事務  

精神医療審査会は、昭和６２年の法改正の際に、精神障害者の人権に配慮しつつそ

の適正な医療及び保護を確保するため、専門的かつ独立的な機関として中立公正な審

査を行うものとして設置された。また、法改正により、平成１４年度からその事務を

精神保健福祉センターが実施している。 

（１） 委員構成 （合議体数：５合議体、１合議体：５名） 

資  格 合議体委員 予備委員 合計 

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 １５ - １５ 

法律に関し学識経験を有する者 ５ ２ ７ 

その他の学識経験を有する者 ５ ２ ７ 

合  計 ２５ ４ ２９ 

（２） 開催状況 

   ２８年度は各合議体での審査会を３６回、全体会を１回、計３７回開催した。 

（３） 定期の報告等による審査（法第３８条の３第２項）  

医療保護入院の届出、定期病状報告書が提出された者の入院の必要性について審査

を実施している。 

表２５ 平成 28年度医療保護入院、定期病状報告書の審査件数  平成 28 年度末現在 

前年度か

らの審査

継続分 

28年度の 

審査件数 

審査結果件数 

審査中 現在の入院

形態が適当

他の入院  

形態が適当

入院継続

不要 

医療保護入院の届出      70   4,995     5,015         -       -      50 

入院中の

定期報告

医療保護入院     25     1,549     1,564         -       -      10 

措置入院      1        79        80         -       -       - 

合 計      96     6,623     6,659         -       -      60 

（４） 退院等の請求による審査（法第３８条の５第２項） 

精神科に入院中の者又は家族等か提出された退院請求及び処遇改善請求の妥当性 

について審査を実施している。 

表２６ 平成 28年度退院請求、処遇改善請求の審査件数     平成 28 年度末現在 

前年度からの

審査継続分 
請求件数

審 査 結 果 件 数 
審査中

入院又は処遇は適当 入院又は処遇は不適当

退院請求         2      74             66                -   10 

処遇改善請求        -       7              7                -    - 

合 計         2      81             73                -   10 
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１０ 自立支援医療（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳  

自立支援医療（精神通院）制度は、平成１７年度までの精神通院医療費公費負担制

度が平成１８年４月１日から施行された障害者自立支援法に基づき「自立支援医療費

制度」に移行したものである。 

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的

として平成７年の法改正により創設されたもので、手帳を受けた者は税制上の優遇措

置や各種の支援が受けられる。  

自立支援医療（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の判定については、従来は

地方精神保健福祉審議会部会において行ってきたが、平成１４年４月から、この判定

事務が精神保健福祉センターに移管された。 

センターでは、精神保健指定医６人による手帳等検討委員会を設け、原則、月２回

開催し判定を行っている。 

また、平成１９年度から、精神障害者保健福祉手帳等交付事務の集中化を図るため、

保健所で行っていた交付決定等事務もセンターが実施している。 

（１） 自立支援医療費（精神通院） 

   表２７ 自立支援医療受給者証の申請件数、交付件数、所持者数  

平 成 ２ ８ 年 度 平成２８年度末現在 

申請件数 交付件数 不承認 審査中 受給者証所持者数 

70,950 70,946 4 - 67,903 

（２） 精神障害者保健福祉手帳 

表２８ 平成 28 年度精神保健福祉手帳の申請件数

申請件数 新規 更新 等級変更 計 

診 断 書 4,075 9,933 187 14,195

年金証書 205 5,594 290 6,089

合   計 4,280 15,527 477 20,284

    表２９ 平成 28 年度精神保健福祉手帳の交付件数

交付件数 １級 ２級 ３級 計 不承認 審査中

診 断 書 2,629 7,368 4,114 14,111 80 4

年金証書 228 5,437 424 6,089

合   計 2,857 12,805 4,538 20,200

    表３０ 手帳所持者数         平成２８年度末現在

区  分 １級 ２級 ３級 計 

手帳所持者数 4,902 24,518 8,631 38,051
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平成２９年９月 発行 

愛知県精神保健福祉センター 

名古屋市中区三の丸三丁目 2番 1号 愛知県東大手庁舎 8階 

〒 460-0001  ℡ 052-962-5377  Fax 052-962-5375 
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   1.（1）地下鉄東山線(藤が丘行)乗車、「栄」乗換え 
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   2.（1）地下鉄桜通線(徳重行)乗車、「久屋大通」乗換え 

    （2）地下鉄名城線(右回り、大曽根・本山方面行)乗車、「市役所」下車 
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